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青
森
県
統
計
調
査
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾



1

青
森
県
規
則
第
七
号

青
森
県
統
計
調
査
条
例
施
行
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
青
森
県
統
計
調
査
条
例
（
平
成
二
十
一
年
三
月
青
森
県
条
例
第
十
二
号
。

以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
用
語
）

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
条
例
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
特
定
統
計
調
査
）

第
三
条

条
例
第
二
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
統
計
調
査
は
、
青
森
県
水
産
業
統
計
調
査
（
県
内

の
水
産
業
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
統
計
調
査
を
い
う
。
）
と
す
る
。

（
身
分
証
明
書
）

第
四
条

条
例
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
に
よ
る
。

（
結
果
等
に
関
す
る
公
表
事
項
）

第
五
条

条
例
第
七
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

調
査
の
目
的

二

調
査
対
象
の
範
囲

三

報
告
を
求
め
た
事
項
及
び
そ
の
基
準
と
し
た
期
日
又
は
期
間

四

報
告
を
求
め
た
者

五

報
告
を
求
め
る
た
め
に
用
い
た
方
法

六

調
査
の
結
果
に
お
け
る
用
語
の
定
義
そ
の
他
の
調
査
の
結
果
の
利
用
に
際
し
参
考
と
な
る
べ

き
事
項

（
調
査
票
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
）

第
六
条

条
例
第
十
条
第
一
号
の
規
則
で
定
め
る
者
は
、
会
計
検
査
院
、
地
方
独
立
行
政
法
人
、
地

方
住
宅
供
給
公
社
、
地
方
道
路
公
社
及
び
土
地
開
発
公
社
と
す
る
。

（
公
益
性
を
有
す
る
統
計
の
作
成
等
）

第
七
条

条
例
第
十
条
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
統
計
の
作
成
等
は
、
次
に
掲
げ
る
統
計
の
作
成
等



2

で
あ
っ
て
、
調
査
票
情
報
を
適
正
に
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
と

す
る
。

一

行
政
機
関
等
又
は
前
条
に
規
定
す
る
者
（
以
下
「
公
的
機
関
」
と
い
う
。
）
が
、
こ
れ
ら
の

者
以
外
の
者
に
委
託
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
者
以
外
の
者
と
共
同
し
て
行
う
調
査
研
究
に
係
る
統

計
の
作
成
等

二

そ
の
実
施
に
要
す
る
費
用
の
全
部
又
は
一
部
を
公
的
機
関
が
公
募
の
方
法
に
よ
り
補
助
す
る

調
査
研
究
に
係
る
統
計
の
作
成
等

三

統
計
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
政
機
関
の
長
又

は
地
方
公
共
団
体
の
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
が
、
そ
の
政
策
の
企
画
、
立
案
、
実
施
又
は
評
価

に
有
用
で
あ
る
と
認
め
る
統
計
の
作
成
等
そ
の
他
特
別
な
事
由
が
あ
る
と
認
め
る
統
計
の
作
成

等
附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



別記様式（第４条関係）

表

第 号

身 分 証 明 書

特定統計調査の名称

職氏名

年 月 日 生

写 真

上記の者は、青森県統計調査条例第６条の規定により

立入検査をする職員であることを証明する。

有効期限 年 月 日

年 月 日発行

（身分証明書発行者） 印

裏

青森県統計調査条例（抜粋）

（立入検査等）

第６条 知事等は、その行う特定統計調査の正確な報告を求めるため必要があると認

めるときは、当該特定統計調査の報告を求められた者に対し、その報告に関し資料

、 、 、 、の提出を求め 又はその統計調査員その他の職員に 必要な場所に立ち入り 帳簿

書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

２ 前項の規定により立入検査をする統計調査員その他の職員は、その身分を示す証

明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

３ 第１項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはなら

ない。

（罰則）

第13条

４ 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(3) 第６条第１項の規定による資料の提出をせず、若しくは虚偽の資料を提出し、

又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定

による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ｂ８横長とする。


